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改定のポイント 

線量が低減した 

     ↓ 

「空間放射線量等からは、避難指示区域以外
の地域から避難する状況にはなく、支援対象地
域は縮小又は撤廃することが適当である」 

（当面の間は維持） 



復興庁作成の図 
福島県を切り出し 
計算式： 
0.85×（８時間＋16時間×0.4）×
空間線量率（μSv／時）×365日 
 
普通に 
空間線量率×24時間×365日 
とした値の0.51に 



 

？？ 



 

最大値の方をみるべき。 

いわき・福島・伊達市の最大
値がブランク？ 

そもそも個人線量計で判断すること
は大問題。 
さらに、平均値を示して、「1mSv以
下」と言っている。 



「一定の線量」「相当な線量」 

【子ども・被災者支援法】 

支援対象地域＝「一定の線量」以上、20ミリ以下 

 

【子ども・被災者支援法 基本方針】2013年10月 

支援対象地域＝ 

「避難指示区域から連続しており、相当の線量の
地域」と言い換え 

 



2015年６月２５日付け規制庁文書 

支援対象地域は、そもそも避難指示がかかっていない区域で
あり、現状のこの地域における空間線量率は、当然のごとく、
上記の避難指示解除準備区域よりも低い… 

事故から４年以上が経過した現在、多くの避難指示準備解除
区域においても、空間線量率から積算される実効線量は、避難
指示準備解除区域の基準となる２０ミリシーベルトを大きく下回
る状況である。加えて、福島県の複数の市町村が、個人線量計
による測定結果を公表しており、それによると、一部の地域を
除いて、支援対象地域の住民の大部分の年間個人被曝線量
は、１ミリシーベルトを下回っている。このように、支援対象地域
の空間線量率や、個人線量計による測定結果等の科学的なデ
ータから見ると、現在、避難する必要のある状況ではない。 



よくよく読むと・・・ 

支援対象地域は、避難指示解除準備区域より線量が低い 

↓ 

避難指示解除準備区域は、20ミリシーベルトを大きく下回る 

↓ 

支援対象地域も、当然にして20ミリシーベルトを大きく下回る 

↓ 

避難する必要のある状況ではない 



６月２５日付け規制庁文書が言っていること 

20mSv＞避難指示解除準備区域＞支援対象地域 

 

しかし子ども・被災者支援法の 

支援対象地域の定義は 

「一定の線量以上20mSv以下」 

 

20ミリを下回っているから 

「避難する状況にない」は 

子ども・被災者支援法に矛盾 



原子力規制委員会 

「帰還に向けた安全・安心対策に関する基
本的考え方」 

（平成25年11月20日） 

「国は、帰還の選択をするか否かに関わらず、
個人の選択を尊重し なければならない」 

「避難指示区域外に居住する住民や自主的に
避難している住民も、避難指示に基づいて避難
している住民と同様に（中略）対応を講じること
が必要である」 



ＩＣＲＰ文書の引用間違い？ 

ＩＣＲＰは、「長期的な目標として、年間１～２０ミ
リシ ーベルトの線量域の下方部分から選択す

べきであるとしている。」 

 

？ 

 



実際は・・・ 

汚染地域内に居住する人々の防護の最適化のため
の参考レベルは，このカテゴリーの被ばく状況の管理
のためにPublication 103（ICRP, 2007）で勧告された1～
20 mSv のバンドの下方部分から選択すべきである。

過去の経験は，長期の事故後の状況における最適化
プロセスを拘束するために用いられる代表的な値は1 
mSv／年であることを示している。 


